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　静岡県には、車いすマラソンに取り組む選手たちが所
属する「マウントフジレーシングチーム」というチーム
があります。活動歴は40年近くに及びます。
　マラソンは個人競技ではありますが、仲間と走ること
で楽しさが増し、情報交換や競い合いもできるため、チ
ームでの活動には大きな意義があります。
　チームの先輩選手たちは面倒見がよく、新しい選手が
加入すると、レーサー（競技用車いす）の扱い方や移乗
の方法、必要な道具について丁寧に教えてくれます。雰
囲気も非常によく、私たち指導者では気づけない、車い
すユーザーならではのアドバイスをいただくことも多
く、学びの多い場となっています。また、選手の中には
パラスポーツ指導員の資格を取得し、車いすマラソンの
指導だけでなく、他のスポーツの普及にも取り組んでい

る方もいます。
　定期練習は毎週土曜日に行なっており、参加できると
きに参加するという自主性を尊重した形で活動していま
す。チームが特に心をひとつにするのが、毎年3月に京
都で開催される全国車いす駅伝競走大会への参加です。
第2回大会から継続して出場しており、選手たちにとっ
て大きな楽しみとなっています。普段は個人で大会に出
場している選手も、この駅伝では県の代表として走るた
め、気合の入り方もひときわです。例年12月からは駅
伝モードに切り替えて練習に励んでいます。
　近年、静岡県内の車いすマラソン競技者は減少傾向に
あり、駅伝チームの編成も難しくなっていますが、ベテ
ラン選手の力も借りながら、今年度も3月に京都の街を
走らせていただきます。新たな仲間が増えるきっかけと
なるような走りができるよう、メンバー一同、日々練習
に励んでいます。
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　昨年10月に滋賀県で全国障害者スポーツ大会が開
催されました。同じ近畿ブロックでは5年後の令和13

（2031）年10月、奈良県での開催が予定されており、
準備が進められています。
　令和13年大会の大きなトピックは、この大会から名
称が「全国障害者スポーツ大会」から「全国パラスポー
ツ大会」へと変更されることです。大きな注目を集める
この大会の開催は、奈良県のパラスポーツにとって大き
な節目となっていくものと思われます。奈良県内でのパ
ラスポーツの活性化を進める絶好のタイミングになると
思っています。
　現在奈良県では、全国障害者スポーツ大会の正式競技
であるボッチャを県内に普及させようと活動を進めてい
ます。パラリンピックで日本選手がメダルを獲得する大

活躍を見せてくれたことで、奈良県でもボッチャへの関
心や知名度は高まりつつあります。しかし、まだ実際に
競技に参加する選手は多くありません。
　そこで奈良県障害者スポーツ協会では、令和５年度

（2023年）から全国障害者スポーツ大会県予選として
開催するボッチャ大会において、午後からは参加者を拡
大したインクルーシブなボッチャ大会を併催していま
す。これは全国障害者スポーツ大会の「障害区分」や「年
齢区分」、障がいの有無や種類も関係なく、健常者も含
めて誰もが参加できる大会で、年々、参加者が増加して
います。
　私たち奈良県障害者スポーツ協会は、地域でのスポー
ツを「する」「見る」「支える」活動を通して、誰もが参
加できるインクルーシブなパラスポーツが、地域の生活
の一部となるような社会を目指します。
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　島根県パラスポーツ指導者協議会では、車いす・知的・
聴覚・身体障がいのある子どもや若者を対象に、陸上競
技を通じた交流や挑戦の場を提供する取り組みを行なっ
ています。その活動のひとつが、オーストリッチ倶楽部
と協力して実施しているパラスポーツ教室です。障がい
のある子どもたちにとって、安心して運動に取り組める
場を地域の中に作ることは、身体面の発達だけでなく、
心の成長や社会参加にも大きくつながっています。
　活動のスローガンは「ちがいが力になる」。年齢や障
がいの種別、運動経験の有無をこえて、お互いを認め合
い、励まし合いながら挑戦していく。そんな温かい雰囲
気の中で、参加者一人ひとりが自分らしく輝ける場づく
りを目指しています。
　活動は月に1回程度、県内の陸上競技場や公園で実施
しており、走る・跳ぶ・投げるといった基本的な動作から、
短距離走、長距離、跳躍、投てきなど、専門的な種目に
も楽しくチャレンジしています。参加者の年齢や目標に
応じて内容を柔軟に調整して、初めて参加する子どもた
ちも、安心して一歩を踏み出せるようにサポート体制を
整えています。活動中は、スタッフや仲間同士で声をか
け合い、互いに励まし合う姿が自然と生まれます。仲間
の頑張りに拍手が送られ、失敗しても笑顔で立ち上がる
子どもたちの姿は、見守る大人たちの心を打ちます。

　また、地域
の大会や記録
会にも積極的
に参加して、練習で積み重ねてきた努力を発揮する機会
を作っています。「もっと速く走りたい」「次は自己ベス
トを出したい」といった目標を胸に、それぞれのペース
で挑戦を続ける姿は、多くの人に勇気と感動を与えてい
ます。「また来たい！」「次も頑張りたい！」という参加
者の声が、継続的な関わりへとつながっています。
　さらにこの活動では、子どもたちの成長支援にとどま
らず、学校を卒業した後の社会人のためのスポーツの場
づくりにも力を入れています。障がいのある方が年齢や
ライフステージに関係なく、地域の中で継続的に運動を
楽しめる環境を整えることで、孤立を防ぎ、健康の維持
や生きがいの創出にもつながっています。活動の背景に
は、保護者や地域の方々の理解と協力があります。参加
者を温かく見守り、支えてくださる皆さんのまなざしが、
クラブ全体の土台となり、活動の継続に欠かせない大き
な力となっています。
　誰もが自分らしく挑戦でき、仲間と笑い合いながら前
に進める場所。島根県パラスポーツ指導者協議会は、こ
れからもオーストリッチ倶楽部と共に、子どもから大人
まで、一人ひとりの「やってみたい！」という思いに寄
り添いながら、パラスポーツの魅力と可能性を広げてい
く活動を続けていきます。

練習にも多くの選手が参加

　鹿児島県では、毎年5
～ 6 月に本県指導者協
議会総会を行う際に、フ
ォローアップ研修会を併
せて行なっています。初
級や中級・上級等の講習
会を受講後、各指導員が

パラスポーツと関わる中で必要となる知識・技能をブラ
ッシュアップさせることが目的です。
　本年度は『食べて勝つ！～栄養学のキホン～』と題し
て、株式会社 KAGO食スポーツ代表取締役社長の田畑
綾美先生にスポーツ栄養学についてご講義いただきまし
た。フォローアップで栄養学を取り上げるのは今回が初
めてで、参加者は、目的を明確にし戦略的に栄養を摂取
する方法を学びました。『食』の重要性について学びを
深める機会となりました。
　また、同様に12 月にはパラスポーツセミナーを開催。
こちらは初級指導員養成講習会の一部に県外講師を招へ
いし、その講義をすでに活動しているパラスポーツ指導
員にも開放しています。今年度は現在資格取得中の受
講生21名にパラスポーツ指導員17名が加わりました。
本年度は、『パラスポーツ推進の取り組み』と『各障がい
スポーツ指導上の留意点と工夫』が対象。大阪市障害者

福祉・スポーツ協会障がい者スポーツ振興部の植田里美
先生にご講義いただきました。『パラスポーツ推進の取
り組み』では、国・JPSA・大阪府と大阪市、そして鹿児
島県のパラスポーツ振興策を紹介。パラスポーツ指導員
資格と活動のあり方について学習しました。『各障がい
のスポーツ指導上の留意点と工夫』では、障がいに応じ
たスポーツの工夫の基本的視点を講義の後、グループワ
ークを実施。その後は、体育館に場所を移し「視覚障が
い者や知的障がい者と狭い場所でレクリエーション・ボ
ッチャ」課題に取り組みました。初級養成講習会受講者
とパラスポーツ指導員がコミュニケーションを取り、違
う視点で意見を出し合うことで、それぞれ得るものが多
い時間となりました。最後は実践の応用として、全員輪
になって音楽体操。大阪市長居障がい者スポーツセンタ
ーなどで大人気のコンテンツだけに、大いに盛り上がり
ました。受講生にとって今後のスポーツ指導のヒントと
なる素晴らしい講習会でした。
　本県では総会や初級養成講習会などの機会を活用し、
同研修会・セミナーを毎年開催することで、指導員のス
キルアップや指導員間の
交流を推進しています。
既存のイベントと組み合
わせる工夫を継続し、今
後も本県のパラスポーツ
活性化を支えたいです。

フォローアップ研修会
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ー
ツ
セ
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ナ
ー
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令和8年度以降の改正概要

全国障害者スポーツ大会の障害区分

※本連載では、機能的な障害を表す場合は「障害」と漢字で表記します。

　今号では、令和8年度以降の全国障害者スポーツ大会開催基
準要綱、競技規則・解説の改正概要についてお知らせします。

大会名称の変更
　2001年から開催されている全国障害者スポーツ大会。国内
最大のスポーツの祭典は2031年（令和13年）第30回奈良大
会から「全国パラスポーツ大会」に名称が変更されることが大
会開催基準要綱に明記されます。東京2020パラリンピック競
技大会のレガシーを継承し障害者スポーツの一層の普及・振興
を図るために、2021年10月に協会名を日本パラスポーツ協
会に変更してから5年が経過。パラスポーツの言葉に込められ
た障がいのある人もない人も共に実践してスポーツを楽しむス
タイルが浸透してきました。みなさんは奈良大会までの5年間、
未来に向けてどんなパラスポーツの活動をしますか？

�グランドソフトボールから�
ブラインドベースボールへ

　全日本グランドソフトボール連盟の名称変更に伴い、令和8
年度青森大会から競技名も変更になります。これまでグラソフ
の愛称で親しまれてきました。競技規則は、全盲選手が4名以
上のチーム編成、ピッチャーは全盲、キャッチャーは弱視の選
手であること、守備用と走塁用のベースの設置、全盲の選手は
アイシェード装着など詳細に規定されています。障がいのある
人のスポーツは、選手が①公平に②安全に③楽しく行うための
競技規則が設けられていますが、チーム編成や全盲・弱視の守
備の指定、アイシェードの装着からは全盲と弱視の選手が公平
に参加することを、また2種類のベースを設置するルールから

女性選手が1名以上、常時試合に出場しています地面を転がるボールの音を聞き取るために姿勢を低く構えます

は安全に楽しく参加するための競技規則であることを読み取る
ことができます。私は昨年関東ブロック予選会を観戦しました。
静寂でありながら懸命にボールをとらえようとする選手たちの
気迫を感じながら試合を堪能しました。ブラインドベースボー
ルの会場に、ぜひ足を運んでください。（ 写真1 ）

精神障害者の資格要件の見直し
　精神障害者の競技は2008年大分大会からバレーボール、
2019年茨城大会（荒天で中止）から卓球が正式競技になりま
した。バレーボールはソフトバレーボールを使用し、試合中は
1名以上の女性選手が常時出場しなければならない競技規則で
す。チームとして信頼し、励まし、称賛しあう選手の姿はスポ
ーツの力を強く印象づけるものです。卓球は、すべての選手団
に男女1名ずつの出場枠があり、加えて開催県と次年度開催県
に限り特別枠が設けられています。現行の資格要件は、精神障
害者保健福祉手帳所持者と障害者手帳の取得の対象に準ずる障
害を認める者です。令和10年度長野大会から、障害者手帳所
持者に限定されます。現在の全国障害者スポーツ大会が始まっ
て以来、代表選手選考に大きく影響する資格要件の見直しとな
ります。（ 写真2 ）

競技規則・解説の改正概要（一部抜粋）
　令和8年度から改正される競技規則・解説についてポイント
を掲載しました。ごく一部の抜粋となりますので、パラスポー
ツ指導員、全国障害者スポーツ大会関係者、選手は最新の競技
規則集を熟読してください。（ 表1 ）

�令和9年度からの水泳におけるリレー
　現状では知的障害を対象として4×50mフリーリレー、4
×50mメドレーリレーを実施していますが参加する選手団が
極端に少ない状況が続いています。これは知的選手が4名に満
たない選手団はチームが組めないためです。これまで全国から
寄せられた意見、実態調査、競技運営のシミュレーションな

写真2  精神障害者のバレーボール写真1  全盲選手の打撃フォーム
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表2  令和9年度宮崎大会からの改正ポイント

表1  令和8年度　競技規則・解説の改正ポイント（一部を抜粋）

どをもとに検討を重ねました。令和9年度から、障害種別を拡
大し多くの選手団が参加できるように改正します。リレーのチ
ーム編成ポイントは①知的障害、身体障害の混合、②男女混
合、年齢区分なし、③原則、都道府県、政令指定都市単位の参 
加　となります。申込時に申請するエントリータイムに基づき
競技の組み合わせを行うので、タイムの記入は必須です。チー
ムづくりの推奨・普及の観点から選手団ごとのエントリーとし
ますが、今後、多くの選手の出場機会を創出するために、都道
府県と政令指定都市による合同チームのエントリー等について
継続して検討します。リレーは競技会でも盛り上がる種目の一
つです。これまでリレーに出場していない選手団は令和9年度
のエントリーを目標に、選手の発掘・育成をすすめるチームづ
くり元年！にしましょう。（ 表2 ）

おわりに
　地域で障がいのある人にスポーツを楽しむきっかけの多くは
パラスポーツ指導員が提供しています。地元で育て、本大会に

「がんばれよ～」と送り出すみなさんの活動があってこその全
国障害者スポーツ大会です。裏方として選手を支えることの多
いパラスポーツ指導員ですが、パラスポーツの未来をつくる大
切な役割を担っています。新年度からのパラスポーツ振興にむ
けて発進していきましょう。

現行 改正後 改正ポイント

陸
上
競
技

規則P14　第4条3
立幅跳の踏切りは、両足同時に踏み切るものとする

「ただし、下肢に障害のある選手で両足を使用するこ
とができない場合は片足で踏み切ることを認める」を
追記した

下肢切断の選手は義足を使用せずに健側のみで踏み切
っている事例があることから整合性をはかる

規則P16　第5条4
ビーンバッグ投は、原則として円盤投のサークルを使
用

円盤投のサークルもしくは砲丸投のサークルを使用
し、

円盤投のサークルでなく、砲丸投のサークルの方が競
技を行う上でより適切な設置位置の競技場があるため
使用して良いこととする

水
泳

記載なし 規則P 20第2条6（追記）．障害区分23の競技者のスタ
ートでは、審判長はターンサイドとゴールサイドにタ
ッピングをする介助者がいることを確認した上でホイ
ッスルを吹く

解説P28第7節2の③
タッピング　障害区分23※必ず介助が必要(50m種目
ではスタート・ターンのサイド各1名、計2名が必要) 

「25m種目ではスタートまでの介助者1名とゴールサイ
ドのタッピング者1名の計2名が必要」を追記した

1人の介助者がスタート介助後にゴールサイドに移動
してタッピングすることは大変危険であるため、介助
者とタッピング者を必ず配置することを明文化した

解説P30　第9節4　
障害区分23の競技者が装着する光を通さないゴーグル
は、招集所において競技役員が確認する。確認後、そ
のゴーグルをプールに入場する際に装着し、競技終了
まで外してはならない。

光を通さないゴーグルは、招集所において競技役員が
確認する。そのゴーグルを競技開始から競技終了まで
外してはならない。

光を通さないゴーグルの装着のタイミングは、競技役
員による確認後、競技開始までの間であれば、選手が
選択できるようにした。

ボ
ッ
チ
ャ

規則P164　障害区分表の下※印　※移動したり、方
向を変えたりすることが機能的に困難な者にスポーツ
アシスタントを1名つけることができる。ランプ使用
者にはランプオペレーターを1名つけることができる。
両方が必要な場合は選手1名につきそれぞれ1名を認め
る。

赤字を削除 ①�移動したり、方向を変えたりすることが機能的に困
難な者には立位や座位を問わず、スポーツアシスタ
ントを1名つけることができる。

②�ランプ使用者にはランプオペレーターを1名つける
ことができる。

③�それぞれの選手1名にスポーツアシスタント、ある
いはランプオペレーターのいずれか1名までつける
ことができる。

要点：1人の選手にスポーツアシスタントとランプオ
ペレータ―の両方をつけることはできない

現行 改正後

水
泳

種目：�4×50mフリーリレー 
4×50mメドレーリレー

障害種別:知的障害
性別:男女混合
年齢区分：なし
選手団単位で申し込む

種目：�4×50mフリーリレー 
4×50mメドレーリレー

障害種別：身体障害と知的障害の混合
性別：男女混合
年齢区分：なし
選手団単位で申し込む
※チームの1名が身体障害または知的障害
であることかつ、1名が男性または女性で
あること

年
齢
区
分

・身体障害者
1部（39歳以下）
2部（40歳以上）

・知的障害者
少年（19歳以下）
青年（20歳～35歳）
壮年（36歳以上）

①�身体障害者と知的障害者の区分を統一する
②年齢区分は4区分
③�参加状況に応じて競技種目の「年齢共通」
（例：1部と2部が同じ区分で競技する等）
を設置することができる

④�年齢区分の対象競技は、陸上競技、水泳、
卓球（身体・知的）、フライングディスク、
ボウリングとする。

　(本誌Vol.103に掲載）

障
害
区
分

・陸上競技　28区分
・水泳　26区分

①�陸上競技及び水泳競技に新たな障害区分
を導入

②�区分統合を含め、障害区分を5区分程度、
減らした

③�知的障害に新たにダウン症の障害区分を
導入

④�低身長は体幹の障害区分に追加
⑤�参加状況に応じて種目の「障害区分共通」
（複数の障害区分を統合して、同じ区分
で競技する等）を設置することができる。

　（本誌Vol.101,103に掲載）



お問合せ・登録情報の変更について

■ 指導者マイページについての問い合わせ
URL https://member-parasports.jp/contact-us　 電話 03-5695-5420（平日9：30～17：45）

次のいずれかの方法でご連絡ください。　
❶登録情報変更フォーム https://www.parasports.or.jp/cgi-bin/modify_form/form.cgi

❷メール kenshu922@parasports.or.jp　 ❸電話 03-5695-5420　 ❹JPSA指導者マイページ

登録情報の変更について

登録情報
変更フォーム

パラスポーツ指導員の年間登録料（3,800円）や送付依頼に伴う入金については、以下のどちらかよりご入金ください。

ご入金の際は、登録番号および本人氏名を必ずご記載ください。

●郵便振替　払込取扱票（郵便局青色振替用紙）を使用

　　　　　　 口座番号 00100-7-466201　 加入者名 公益財団法人日本パラスポーツ協会

●銀行口座　銀行名　みずほ銀行　小舟町（コブナチヨウ）支店　普通預金
　　　　　　 口座番号 1134741　 口座名義 公益財団法人日本パラスポーツ協会補助口
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

入金先について

公益財団法人日本パラスポーツ協会　スポーツ推進部指導者育成・支援課
〒103-0014　東京都中央区日本橋蛎殻町2丁目13番6号
URL https://www.parasports.or.jp/cgi-bin/inquiry_form/form.cgi
電話 03-5695-5420　 FAX 03-5641-1213

登録証・認定証の再発行や活動実績証明の送付を希望される方は、お問い合わせフォームより事前にご連絡ください。

  ご入金を確認後、発送いたします。

お問合せ先

お問合せ
フォーム

登録証（カード） ５００円 カードケース ２００円

認定証 ５００円 活動実績証明 無料

● 指導者マイページに登録すると、パソコンやスマートフォンで簡単に登録
情報の確認・変更などができます。

● ご利用いただくには、メールアドレスの登録とパスワードが必要となりま
す。すでにお届けしている、「通知書」をご確認ください。メールアドレス
欄に「登録なし」、もしくは記載されているメールアドレスを変更したい場
合は、「問い合わせ先」にご連絡ください。

● 登録は任意です。登録更新の案内や季刊誌は、今までどおり郵送いたします。
　※郵送が不要な方は、マイページからお選びください

● 登録方法や内容につきましては、「マイページ利用マニュアル」、「マイペー
ジQ＆A」をご覧ください。

【ご注意ください】
● 最初のメールアドレスの登録はご自身
では行えません。問い合わせ先にご連
絡ください。

● ドコモやau、ソフトバンクなどが提供
しているアドレス（＠docomo.ne.jp、
@ezweb.ne.jp、softbank.ne.jp、au.
com など）は、ご使用できません。

JPSA公認指導者マイページについて

マイページ
利用

マニュアル

マイページ 
ログイン

マイページ
Q&A

マイページ
のご案内
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